
「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録応援及び鳥取県の温泉ＰＲポスター制作業務委託 

プロポーザル審査要領 

 

 

 「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録応援及び鳥取県の温泉ＰＲポスター制作業務を実施

するにあたり、契約の締結先として最もふさわしい者を選定するため、提出のあった企画案の審

査を下記のとおり実施する。 

 

記 

 

１ 審査会の設置 

（１） 審査会の名称 

温泉文化のＰＲロゴ及びポスターデザイン審査会（以下「審査会」という。） 

（２） 構成人数 

審査員の人数は５名とし、観光及び温泉に関する有識者を含むものとする。 

（３） 開催条件 

審査会は、審査員の３分の２以上が出席しなければ開催できない。 

 

２ 審査の進め方 

    企画提案書について、「「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録応援及び鳥取県の温泉Ｐ

Ｒポスター制作業務委託プロポーザル実施要領」に基づき、各審査員が個別に評価採点し、そ

の点数を合計する方法により提案者の得点を算出する。これにより最も高い得点を獲得した者

を、最優秀提案者として選定する。 

なお、最も高い点数を獲得した者が複数ある場合は、審査員の合議により最優秀提案者を選

定する。 

＜スケジュール予定＞ 

  令和８年６月２６日（金）   企画提案書等提出期限 

      同年７月上旬    審査会開催 

 

３ 選定方法 

  「「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録応援及び鳥取県の温泉ＰＲポスター制作業務委

託プロポーザル審査要領」に基づき、各審査員が個別に評価採点し、その点数を合計する方法

により提案者の得点を算出する。これにより最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者とし

て選定する。 

なお、最も高い点数を獲得した者が複数ある場合は、審査員の合議により最優秀提案者を選

定する。 

 

４ 審査項目 

審査表のとおりとする（５段階評価、項目ごとに比重が異なる。）。 

 

 

 



係数 得点配分

業務内容の理解

（10点）
業務の内容を正しく理解し、デザイン案に反映されているか

×２ 10点

テーマ内容がイメージできるデザインか ×６ 30点

鳥取の温泉文化の特徴やその魅力が伝わり、

皆に広く親しまれるようなデザインか

×６ 30点

特定の場所や人物を連想させないデザインか ×２ 10点

工夫

（20点）
独自の工夫やアイデアがあるか

×４ 20点

合計 100点

表現力

（70点）

評価項目及び判断基準

＜評価方法＞

評価項目ごとに各５点満点とし、それぞれ係数を乗じた点数を各項目の得点とする。

各項目の得点を合計した得点を当該審査委員の得点とし、各審査委員の得点の合計を当該企画書の得点とする。

なお、評価基準は次のとおりとし、原則として絶対評価により評価する。

【得点：評価基準】

　５点：非常に優れている／４点：優れている／３点：標準的である／２点：劣る／１点：非常に劣る

「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録応援及び鳥取県の温泉ＰＲポスター制作業務委託審査表


